
指定管理者制度の運用に関する調査審議における主な意見 

 

調査審議事項：指定管理者制度導入施設における管理の状況（総括評価）について 

 

【各施設の管理状況に関する意見】 

施設名 意見 

寒川町地域集会施設（12か所） 

【施設の利用促進に関して】 

●自治会加入率が下がる現在、集会所の利用率向上のためにも、自治会

内資料を回覧板以外の方法で周知する必要がある。 

【指定管理者について】 

●収支状況からは、集会所の修繕積立を行っているのか判明しない。 

●町からの委託料が、集会所のどの支出科目に充当されているか判明

しない。 

寒川町健康管理センター 
【指定管理者について】 

●就業規則、雇用契約書に修正を要する箇所がある。 

寒川総合体育館 

パンプトラックさむかわ 

【体育館及びパンプトラックさむかわについて】 

●町内在住者の利用が少ない。町税を充てて整備施設であるため、町民

のための施設であるべき。町内在住者の利用促進策が必要である。 

●有料イベント開催による「チケット販売手数料」を収入として得るこ

とで、収益改善を図るべき。 

●社会情勢が、コロナウイルス感染症の感染拡大前の状態に戻りつつ

ある中、「安全にイベントを開催できる状態」であることは、いち早

く情報発信すべき。安心感を感じて頂けるイベントは、集客も多く見

込めるため、情報発信は重要である。 

【指定管理者について】 

●就業規則、雇用契約書に修正を要する箇所がある。 

田端スポーツ公園 ●台風による河川増水を原因とする「水捌けの悪さ」は改善すべき。 

寒川町営プール 

【プールについて】 

●さむかわテニスコートが隣接することから、両施設が併設されるこ

との相乗効果を期待する。 

【指定管理者について】 

●就業規則、賃金規程、雇用契約書に修正を要する箇所がある。 

寒川総合図書館 

寒川文書館 

【図書館について】 

●利用者増加に向け、図書館を利用しない人に向けた、新たな方策が必

要である。 

【指定管理者について】 

●就業規則内に修正を要する箇所がある。 

寒川町民センター 

寒川町北部公民館（北部文化福祉会館） 

寒川町南部公民館（南部文化福祉会館） 

【指定管理者について】 

●雇用契約書に修正を要する箇所がある。 

 

 

別 紙 



【指定管理者制度及び指定管理者制度導入施設共通事項】 

項目 意見 

電気、ガス料金について 
●エネルギー価格高騰による指定管理者が負担する光熱費の増加つい

ては、町と指定管理者との間で適切に協議を行うこと。 

労務関係の書類について 

●指定管理者の就業規則、賃金規程、雇用契約書等において、法律改正

後の内容が反映されていない状態などが散見されるため、適正な書

類を作成するよう指摘が必要。 

 


